
　

毎月第３土曜日

毎月第４火曜日

毎月第１・３金曜日

毎月第１土曜日

毎月第２土曜日

毎月第４土曜日

毎月第２火曜日

毎月第２・４金曜日

毎月第１・３水曜日

毎月第１土曜日

毎月第２土曜日

毎月第４土曜日

毎月第２火曜日

松前校区 北伊予・岡田校区

 

可燃ごみ

例収集日 品目

毎週月・木曜日 毎週月・木曜日

毎週水曜日 毎週金曜日

排出方法

可燃ごみ指定袋に入れて

朝7時までに指定場所に排出

　プラマークのあるものを排出

　汚れているものは洗浄して排出

ペットボトル 　洗浄し潰して排出

かん類 　洗浄して排出

びん類 　洗浄して排出

金属類・スプレー缶

古着・古布類

　刃物は紙か布に包み袋に「きけん」と書いて排出

　

　スプレー缶は中身を使い切り穴を開けずに金属類と袋を分けて排出

　汚れたものは洗濯して排出

　濡れたものは乾燥して排出

毎月第４火曜日

　割れたびんやガラスは紙か布に包み、袋に「きけん」と書いて排出

　ボタン電池は取り除いて有害ごみ

　ライターは必ず中身を使いきるかガスを抜く

　家電4品目（テレビ、エアコン、洗濯機・乾燥機、冷蔵庫）・パソコンは排出禁止

せんてい枝

　枝や幹は直径約10cm×長さ約１m以内にし、ひもで縛り排出

　雑草や枯れ葉、落ち葉は、土をよく払い落とし袋に入れて排出

毎月第４土曜日

毎月第２・４水曜日

有害ごみ

埋立ごみ

　蛍光灯は割れると水銀を含んだ粉が出てきて非常に危険ですので、取り扱いには十分注意してください

　割れないように、新品に使われていた紙箱に古い蛍光灯を入れて排出

　割れた場合は、紙か布に包んで袋に「きけん」と書く

　ボタン型電池は購入店及び販売店でも店頭回収しています

ごみカレンダーの粗大ごみ申し込みはがきで該当地区の申込期間に申し込んでください（令和6年度より「愛媛電子申請システム」を用いてイン

ターネットでの申請もできます)。申込期間終了後、約２週間で「粗大ごみ収集通知はがき（粗大ごみシール付）」がご自宅に届きますので、

はがきに記載されている収集日の朝７時までに、

名前を記入したシールを貼って排出してください。

収集業者が収集日に回収にお伺いします。

本人の立会いは必要ありません。

町の指定する日

町から送付されるハガキで確認
粗大ごみ

毎月第１・３火曜日 毎月第１・３火曜日 紙類

　左の分類ごとに紐で十字に縛ってまとめて

　朝7時までに所定の場所に排出

　小さな紙きれは封筒に入れて雑誌類と一緒に排出

　ティッシュ、金・銀の加工紙、写真、紙コップ、レシートなどは可燃ごみで排出

調理くず リサイクルできないプラスチック

プラマーク

のついていない

プラスチック製品

リサイクルできない紙

加工された紙

汚れている紙

プラマーク のあるプラスチック製容器包装

ボトル類

チューブ類

パック

カップ類

トレイ

ラップ

ラベル

キャップ

ペットボトルマークのあるボトル

アルミマーク・スチールマークのあるもの

アルミマーク・スチールマークない金属

スプレー缶、カセットボンベ

金属製の調理器具

アルミ箔

家庭にある衣類などで、たんすやクローゼットに

しまえる状態のもの

家庭の庭木や生垣、芝生を自分で刈り込みしたもの

生け花や鉢植の植物

庭で集めた枯れ葉や落ち葉、草引きをした雑草

蛍光灯

水銀使用の温度計

ボタン型電池・乾電池

割れたもの、鏡、陶磁器類、ガラスのコップ、照明器具

硬質のプラスチック製品

少量のタイル、レンガ、ブロック

ライター、Ｔ字型かみそり（プラ製）

小型の電気製品、コード類

飲食用ボトル

調味料のボトル

飲食物の缶

飲食物のビン

新聞紙

情報誌

広告チラシ

段ボール

加工されてなく

断面が波状のもの

紙パック

牛乳やジュースのもので

内側が白いもの

500ml未満のものは可燃

雑誌類

左に該当しない紙類

本、雑誌類、封筒類

空き箱、紙袋、小さな紙きれ

新聞紙 段ボール 紙パック 雑紙類

45Lの袋に入らない大きさのもの

①申し込み ②役場より通知 ③シールを張って排出 ④収集

粗大ごみで収集できないもの

●家電４品目（ブラウン管・液晶・プラズマ式テレビ、

エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、冷凍・冷蔵・冷温庫）

●パソコン

●処理困難物（スプリングマット、車のタイヤ、

バイク、ピアノ、風呂のボイラー、電気温水器、

電動シニアカー、ガスボンベ、消火器など）

●事業系ごみ、産業廃棄物

家具
家電

無色か白色半透明の袋に入れて朝7時までに指定場所に排出


